
 

西播磨フードセレクション 2026 Ｑ＆Ａ （2026.3.19現在） 

 

Ｑ１ 「西播磨フードセレクション」とは何ですか？ 

 Ａ 西播磨産の農林水産物を使った、美味しくこだわりあふれる加工食品のコンテスト

です。西播磨地域（相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、太子町、上郡町、佐用町の７

市町）で製造された数ある加工食品の中から、優れたものを選定し、その魅力を広く

発信するとともに、農林水産業の振興及び地域活性化を図ることを目的としています。 

 

Ｑ２ 応募の資格は？ 

 Ａ 西播磨地域で食品を製造または製造委託している方（法人、任意団体を含む）です。 

 

Ｑ３ どのような食品が受賞食品として選ばれるのですか？ 

 Ａ 次の①～③の要件全てを満たす加工食品のうち、③の審査項目に基づいて食味・内

容を審査し、受賞食品を決定します。 

① 主原料が西播磨産の農林水産物であること。または副原料に西播磨産の農林水産物

を使用し、食品を特長づけていること。 

② 食品衛生法に基づき製造許可を得ていること。もしくは食品製造業に係る営業届を

保健所に提出している施設で製造されていること。 

③ 次の表の審査項目である、「おいしさ」「地域性」「こだわり」「市場性・継続性」の

全てに適合すること。 

【審査の視点】 

項  目 
例   示 

※全てを満たす必要はありませんが、★印は特に着目します。 

Ａ お い し さ ★味、香り、食感が優れている。 ・素材の特徴が活かされている。 

Ｂ 地 域 性 

★地域の農業振興につながっている。 

・地域に産地がある、または産地化が図られている農林水産物を使用している。 

・地域に根ざした農林水産物を使用している。 

・地域の伝統や食文化を守っている。 

・地域の魅力を伝えている。 

Ｃ こ だ わ り 

・商品開発の発想がよく考えられている。 

・パッケージデザインやネーミングがよい。 ・流行を捉えている。 

・農林水産物以外の原材料や製造方法にこだわりがある。 

・製造施設の衛生管理に取り組んでいる。 

・兵庫県認証食品として認証されている。 

・食べる人への配慮がある。 ・ＳＤＧ’ｓへの配慮がある。 

Ｄ市場性・継続性 

★販売拡大に意欲がある。  ・事業として継続性がある。 

・消費者のニーズを捉え、買ってみたい価格、量目等である。 

・消費者が思わず手に取りやすいよう工夫がされている。 



 

Ｑ４ 応募食品は、審査の視点の例示に記載されていること全てを満たさなければいけな

いのですか？ 

 Ａ 例示に記載されていることはあくまでも例なので、全てを満たす必要はありません。

４つの項目（「おいしさ」「地域性」「こだわり」「市場性・継続性」）を満たしていれ

ば募集対象となります。 

 

Ｑ５ 何点ぐらい受賞しますか？ 

 Ａ グランプリが１点、金賞が２点程度の計３点程度です。 

 

Ｑ６ 受賞した場合メリットはありますか？ 

 Ａ 受賞食品は記者発表での公表や雑誌等の掲載によりＰＲさせていただきます。 

  

Ｑ７ まだ販売していない試作品で応募できますか？ 

 Ａ パッケージデザインや市場性、価格・量目等が審査の内容に含まれるため、販売を

開始している食品（応募〆切日までに）が応募対象です。 

 

Ｑ８ 過去に受賞した食品でも応募できますか？ 

 Ａ はい。過去に金賞やグランプリを受賞した食品でも応募可能です。 

 

Ｑ９ 応募に必要な書類は？ 

 Ａ 以下の①～③が必要です。 

① 西播磨フードセレクション２０２６エントリーシート 

② 応募食品の PR資料（様式不問、既存パンフレット等） 

③ 製造場所の営業許可書、又は食品製造届出書の写し 

 

Ｑ10 応募書類の提出方法は？ 

 Ａ 以下の①～③のいずれかの方法で７月３日（金）までに提出してください。 

① 郵送  〒678-1205 赤穂郡上郡町光都２丁目 25番地  

     西播磨県民局光都農林振興事務所 農政振興第１課 

西播磨フードセレクション実行委員会事務局宛て 

② メール 送付アドレス：Kotonorin@pref.hyogo.lg.jp 

     件名を「西播磨フードセレクション参加申込」としてください。 

③ 持参  受付場所：郵送先と同じ 

     受付時間：平日 10:00～17:00 

     ※事前の電話連絡をお願いします。（TEL:0791-58-2194） 

mailto:Kotonorin@pref.hyogo.lg.jp


Ｑ11 審査の時期に食品の在庫がなくても応募できますか？ 

 Ａ 一次審査（７月下旬予定）、二次審査（８月下旬予定）の食味審査で食品が必要とな

りますので、審査時期に在庫がある食品を募集します。 

 

Ｑ12 審査会には応募者は出席するのですか？ 

 Ａ 一次審査は出席不要です。 

二次審査のみ出席いただき、試食の提供及びプレゼンテーション等を行っていただ

きます。二次審査の開催日は、決まり次第公式ホームページでお知らせします。 

二次審査の実施日は８月 27日（木）に決定しました。（2026.3.19追記） 

 

Ｑ13 二次審査のプレゼンテーションとはどのようなことをするのですか？ 

 Ａ 審査委員に対し、審査項目である「おいしさ」「地域性」「こだわり」「市場性・継続

性」等についての説明やアピールをしていただきます。1事業者あたり 10分（プレゼ

ン４分＋質疑応答４分＋事業者の入替２分）の予定です。 

 

Ｑ14 受賞食品の公表や表彰式はいつ頃ですか？ 

 Ａ 受賞食品の公表は９月下旬予定です。 

表彰式は日程調整中です。決まり次第受賞者にお知らせします。 

いずれも決まり次第、公式ホームページでお知らせします。 

 

Ｑ15 過去の受賞食品は？ 

 Ａ 西播磨フードセレクションの公式ホームページに過去の受賞食品を掲載しています

ので、是非ご覧ください。https://foodselection.jp/ 

なお、前回（2023年）の受賞食品は以下のとおりです。 

・グランプリ 「みつ葉のジェノベーゼソース」なべしまファーム（赤穂市） 

・金賞 「焼き芋けんぴ」特定非営利活動法人いねいぶる（たつの市） 

・金賞 「MOTO Most」株式会社 MOTO（上郡町） 

・金賞 「はじまり漬」はじまり工房けんさん（宍粟市） 
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